
 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生大使がフッドリバー市を訪問します 
   

昭和 59 年から始まった中学生大使派遣事業は、今年で
38 回目を迎え、今回は 20 人の生徒がフッドリバー市を訪
問します。訪問期間は、3月 13 日（金）から 19 日（木）
までの 6泊 7日間です。 
　出発前に「結団式」を、帰国後に「解団式」を下記のと
おり行いますので、お知らせします。 
●結団式　 

3 月 13 日（金）午前 9 時 
●解団式　 

3 月 19 日（木）午後 9 時 30 分頃開始予定 
※いずれも鶴田町国際交流会館ホールで行います。 

■問い合わせ 
　教育委員会 学務総務係（内線 213・214）

フッドリバー市民と親しくする会 

会員を募集しています 
  

本会は、姉妹都市フッドリバー市の市民との友好親善を
深めることを目的に、昭和 55 年に設立されました。フッ
ドリバー市民との交流に興味・関心のある方はどなたでも
入会いただけます。さらなる交流発展のため、皆さまのご
入会をお待ちしております。 
●活動内容 

・フッドリバー市民来町時の歓迎イベントの企画・運営 
・ホームステイの受け入れ 
・総会、懇親会の開催・会報の発行 

■問い合わせ 
　フッドリバー市民と親しくする会事務局 
　企画交流課 交流係（内線 266）

鶴田町職員（大学卒業程度）を募集します 

 

町では、令和 8年度職員採用試験（大学卒業程度）を行います。 
　第一次試験は、公務員試験対策が不要な「SPI3（総合適性検査）」により実施します。 
●職種及び採用予定数　 
①行政：若干名　　②建築：1 名程度 

●採用予定日　　　　　 
令和 9 年 4 月 1日 

●受験資格　　　　　　 
①②共通：平成 9 年 4月 2日以降に生まれた方で、大学卒業以上の学歴を有する方 

（令和 9 年 3月卒業見込者を含む） 
②のみ：一級又は二級建築士免許を有する方（令和 9年 3月免許取得見込者を含む） 

●申込受付期間　　　　　　 
令和 8 年 3 月 1日（日）～令和 8年 5 月 8日（金）まで 

●受験申込手続　　　 
就活サイト「マイナビ 2027」から申込み（インターネットのみ） 

【https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp207916/outline.html】 
●第一次試験受検期間 
令和 8 年 4 月 20 日(月)～6 月 3 日(水) 

●試験内容 
ＳＰＩ3検査（性格検査、基礎能力検査） 

●試験会場　 
全国のＳＰＩ3テストセンター 

●その他 
採用試験実施要項は総務課人事係で配布するほか、 
町ホームページからもダウンロードできます。 

【https://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/saiyou.html】 
■問い合わせ　 
総務課 人事係（内線 272）

  
マイナビ 2027 での申込は 
こちらから

  
町ホームページはこちら 
から

転出届・転入予約は、マイナポータルで！ 
  
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出届および転入予約（来庁予定の

連絡）ができます。詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。 
 ※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

 
引越し手続について｜引越し｜マイナポータル　 　　　　　引越し手続オンラインサービス｜デジタル庁 
https://myna.go.jp/html/moving_oss.html　　　　　　　　https://www.digital.go.jp/policies/moving_ 

onestop_service 

編集と発行　 　　　鶴 田 町 企 画 交 流 課 　 ℡ 22-2111　 内 線 261

あなたと町の情報ネットワーク　　　２ ０ ２ ６ 年 ２ 月 ２ ７ 日 　 ５ ３ ６ 号



 

　  

令和 8 年手話奉仕員養成講座受講者募集について 

 
聴覚障がい者の生活や福祉制度について理解と認識を深め、日常生活に必要な手話を習得します。 

 
入門課程 
●日 時　令和 8 年 4 月 17 日～11 月 6 日　毎週金曜日　午後 7時～午後 8 時 30 分  
●場 所　五所川原市中央公民館　2階 第 1 会議室 
●内 容　手話実技・講義・交流 
●対 象　聴覚障がい者との交流を希望し、手話を学びたい 16 歳以上の方 
●定 員　20 名　 
●受 講 料　無料（テキスト代実費 4,290 円税込・動画視聴料システムは別途有料） 
●申込方法　3 月 23 日（必着）までに往復はがきで申し込んでください。 

受講の可否は返信用はがきでお知らせします。 
 

基礎課程 
●日 時　令和 8 年 4 月 28 日～11 月 24 日　毎週金曜日　午後 7 時～午後 8 時 30 分 
●場 所　つがる市生涯学習交流センター「松の館」1 階 会議室 B  
●内 容　手話実技・講義・交流　  
●対 象　入門課程修了の方　 
●定 員　15 名 
●申込方法　3 月 31 日（必着）までに往復はがきで申し込んでください。 

受講の可否は返信用はがきでお知らせします。 
●往復はがきの書き方 

①「往信のあて先」：『〒038-3102 つがる市柏下古川稲森 22　西北五ろうあ協会あて』 
②「往信」の裏面：受講希望課程名・郵便番号・住所・氏名・年齢・連絡先（メールアドレス、または 

携帯電話番号）を必ず記入してください。 
③「返信のあて先」：住所と氏名を必ず記入してください。返信の裏は白紙のままでお願いします。 

■問い合わせ 
五所川原市役所 福祉部福祉政策課  TEL 35-2111(内線 2494) 
つがる市役所 健康福祉部福祉課    TEL 42-2111(内線 233) 
西北五ろうあ協会　成田　　  　 　FAX 33-1256

令和 8年度こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）利用者募集について 

 
こども誰でも通園制度とは、保育園等に通園していない家庭のお子さんを対象に、保育園や認定こども園などの

施設で、月 10 時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。 
●対象となるお子さん 
　鶴田町に住所を有する方で、子どものための教育・保育給付を受けていない（0歳 6か月～）満 3歳未満の 
お子さん　※満 3 歳（3 歳の誕生日前日）になると利用できなくなります。 

●利用可能な時間 
　・お子さん 1人につき　月 10 時間まで　※施設により 1回あたりの利用可能時間が異なります。 
●利用料金 
　・各利用施設が設定した利用料（1 時間 300 円以内） 
　※給食やおやつ等利用料のほかに実費負担がかかる場合があります。 
　※実施施設に直接お支払いいただきます。 
　※生活保護世帯や非課税世帯等の場合は減免制度があります。 
●申請から利用までの流れ 
　①利用申請　→　②利用認定　→　③登録　→　④初回面談　→　⑤利用予約　→　⑥利用 
　詳細は役場ホームページ内にある「こども誰でも通園制度」をご覧ください。 
右下の二次元バーコードからもアクセス可能です。 

●キャンセルについて 
　利用日前日 17 時以降のキャンセルの場合は利用時間を消費します。また、施設によってはキャンセル料が発生 
する場合があります。 

●注意事項 
・月ごとに利用施設の変更は可能ですが、初めて利用する施設の場合は初回面談が必要です。 
・持ち物等は利用施設に確認してください。 

●実施施設 
  余裕活用型　施設の空き状況を活用し、在園児と一緒に預かる施設です。 
　幼保連携型認定こども園 
　　〇つるた乳幼児園　☎22-3765　　　 
　　〇NOGI こども園 ☎22-5719 
■問い合わせ 
　子ども健康課 子育て支援係（内線 135・145）

 
詳細については、右の 
二次元バーコードから 
確認することができます｡



 赤十字活動にご支援をお願いします 

～あなたの支援は、大切な誰かを救う力になる。～ 
 
 
災害や事故、病気など、思いがけない困難に直面した人々に寄

り添い､赤十字は、いのちと健康を支える活動を続けています｡ 
災害時の救援、防災・減災や救急法の講習、ボランティア活

動、青少年の育成など、そのすべては皆さまの思いやりによって
支えられています。 
 
毎年 2 月からは、町内会などの赤十字ボランティアが戸別訪問

を行い、赤十字活動を支える会費や寄付金へのご協力をお願いし
ております。 
皆さまのあたたかいご支援を心よりお願い申し上げます。 

■問い合わせ 
　・日本赤十字社青森県支部 総務課 会員係　☎017-722-2011 
　・日本赤十字社青森県支部 鶴田町分区　 

担当課：福祉介護課 地域福祉係（内線 162）

3 月学校行事予定 

 
鶴田小学校                          
19 日(木)卒業証書授与式【1～4年臨時休業】 
26 日(木)修了式・離任式 
27 日(金)学年末休業日(～31 日） 

環境にやさしい農業に取り組んで「みどり認定」を受けましょう！！ 
 
　 
県では、みどりの食料システム法に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減などに取り組む農業者を認定（「みど

り認定」）しています。認定を受けると、設備投資の税制優遇や国庫補助事業の採択優遇などのメリットがあります。 
　詳しくは、「青森県農林水産部農産園芸課 みどり認定」のホームページをご覧ください。 
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/midori_kihontekinakeikaku.html 
　申請・お問合せは、鶴田町農業振興課または西北農林水産事務所にご相談ください。 
■問い合わせ 
●鶴田町農業振興課 生産振興係　　　　　　●西北農林水産事務所 農業普及振興室 
〒038-3595　鶴田町鶴田字早瀬 200-1　　　　〒037-0046　五所川原市栄町 10 

［TEL］0173-22-2111（内線 292）　　　　　 ［TEL］0173-34-2111（内線 246） 
［mail］ seisan@town.tsuruta.lg.jp        ［mail］ ni-nosui@pref.aomori.lg.jp 

 

友の会新会員を募集しています 
 
　道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」農産物直売所内 
ＪＡつがるにしきた鶴翔農産物直売コーナー友の会の新
会員を募集しています。 
●申込資格 

①年間 36 万円以上の出荷物を出荷（売上）できる人 
②満 70 歳未満の人 
③鶴田町在住で耕作農地がある人 

●諸経費 
　年会費　　　　　 10,000 円 
　陳列用コンテナ   15,000 円 
　販売委託契約印紙  4,000 円 
●申込期限　 
3 月 25 日（水） 

■問い合わせ 
道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」　☎0173-22-5656

訓練見学説明会のご案内 
参加者募集について 

  
ポリテクセンター青森は、ものづくりの業界で就職を目指す職

業訓練施設です。 
ぜひ訓練見学説明会にお越しください。 

◆訓練見学説明会 
●日　時　3 月 11 日（水） 9 時 30 分～12 時 00 分 

（受付 9 時 00 分～） 
3 月 18 日（水）13 時 30 分～16 時 00 分 
（受付 13 時 00 分～） 

●定　員　各回 20 名程度 
●場　所　ポリテクセンター青森 
●対　象　ものづくり業界（住宅、電気、機械）への就職に興味

がある方 
●備　考　雇用保険受給中の方は、受給資格者証を持参 
●参加料　無料 
■申　込　前日までに予約ページまたはポリテクセンター青森

（☎017－722－1771）へ 
  

見学説明会予約ページは、 
右の二次元バーコードから

鶴田中学校 
5 日(木)県立高校入試日 

10 日(火)卒業式 
13 日(金)県立高校合格発表 
26 日(木)修了式・離任式 
27 日(金)学年末休業日(～31 日)

給食の献立は
こちらから！

交通災害共済（1日 1円保険）の 

加入受付を開始します 
  
　青森県交通災害共済は、交通事故による被災者を救済す
るための共済制度です。 
日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金または災害

の程度に応じて見舞金をお支払いします。 
共済の加入は、随時受付をしていますが、令和 8年 4月

1日以降に受付した場合、共済期間は受付時から令和 9 年
3月 31 日までとなりますので、ご注意ください。 
窓口での加入のほか、町内会などで団体加入の取りまと

めをしている場合があります。 
見舞金の請求期間は交通事故から 1年以内となります。 

●加入資格 
①鶴田町内の住民基本台帳に記録されている方 
②①の方と生計を一緒にしている方で、就労または修学
のため鶴田町外に住所を移している方（県外で就職した
場合は加入資格なし） 

●会費　 
1 人 350 円（途中加入も 350 円） 

●共済期間　 
4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
（途中加入は受付時から 3月 31 日まで） 

■問い合わせ　 
住民環境課 環境対策係（内線 151・152）



からだ　すっきり!　さっぱり!　 

健康運動教室   
★日　時：３月５日（木）※１、１９日（木） 

午後１時３０分～２時３０分 
★場　所：鶴遊館　ふれあい広場　 

※１… ５日は体力測定を行います。１３時までにお越しく

ださい。 

★対象者：町民の方なら、どなたでも参加できます！ 
★持ち物：水またはお茶、汗拭きタオル、 

ポイントカード（初回にお渡しします）　 
◎保育スペースを用意します。 
→利用希望の方は２日前までに健康推進係へご連絡ください。

　３月は 「自殺対策強化月間」です 

令和８年

予約不要！ 
参加無料！

　　   

　　　　　　　　　　　  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加無料！

血管いきいき健康教室　参加者大募集！ 

健診後のからだ（血管）の変化を知るチャンス！ 
 

★対象：３０歳～７４歳の方で下記のいずれかに該当し、

血液検査と学習会のどちらにも参加できる方 
◆令和７年度特定健診で特定保健指導の対象となった方  
◆メタボリックシンドロームや血圧、血糖、脂質などの

数値が気になる方 
 

【血液検査】①②のいずれか 
日程：①３月１０日（火） ②３月１７日（火） 

※各日１０名まで 
場所：鶴田診療所 

　受付：８時３０分～９時 
 
【学習会】 
日程：３月２７日（金） 

　内容：◎お話「血液検査の結果からわかる“からだ(血管)” 
のこと」 

◎個別結果説明 
※時間等の詳細については申込後にお知らせします。 

 
★申込：血液検査①の日程を希望→３月６日（金）まで 
　　　　血液検査②の日程を希望→３月１３日（金）まで 
　　　　健康推進係へ☎ 
 
 

令和７年度　鶴田町自殺対策講演会のお知らせ 

いのちの となりで できること 

～アドラー心理学で人生を幸せに生きる～　　　　　　　
★日時：３月２４日（火）　午後１時３０分～３時　 

※受付は午後１時～ 

★場所：役場　国際交流会館ホール 

★講師：髙橋　愛子　氏 

（アドラー心理学講師、看護師・保健師、ヨガ講師、 

髙橋リハビリデイサービスセンター管理者） 

★申込：３月１６日（月）までに健康推進係へ☎ 

２次元コードからも申し込み可　 

◎保育スペースを用意します。申込の際にお知らせください。  
 

３月１日～３月８日 は「女性の健康週間」

 

まもろうよ　こころ 

悩みを抱えていたら、相談してみませんか？ 
 

【こころの相談窓口】 

●よりそいホットライン　生活の中で困っていること等、どんな悩みでもご相談ください。 

TEL 0120-279- 338（毎日２４時間対応） 
つなぐ ささえる

●こころの健康相談統一ダイヤル　所在地域の公的な相談機関につながります。 

TEL 0570 - 064 -556（平日９時～１６時、１８時３０分～２２時）※土日・祝日、年末年始を除く 
おこなおう まもろうよ こころ

●NPO 法人あおもりいのちの電話 

TEL 0172-33-7830（毎日１２時～２１時）※メール相談は「あおもりいのちの電話」ホームページから入室  
【SNS 相談（LINE）】

町の保健だより
連絡先：子ども健康課 健康推進係

  
相談窓口

生きづらびっと 
（NPO 法人ライフリンク）

こころのほっとチャット 
（NPO 法人東京メンタルヘルス・スクエア）

あおもりけん親子のための相談 
LINE

  
対応時間

毎日　８時～２２時３０分 
（受付２２時まで）

毎日　７時～２３時５０分 
（受付２３時まで）

平日　９時～１７時 
（メッセージは２４時間受付）

  
２次元 
コード 

「傾聴サロン」で 

ほっこり、すっきりしませんか   
鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるり

んの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 
★日時：３月２日（月）、１６日（月）　 

午後１時３０分～３時　　 
★場所：鶴遊館　栄養指導室

　　３月１日～７日は「子ども予防接種週間」

参加無料！ 健康づくりお楽しみ抽選券プレゼント! 

 健康づくりお楽しみ抽選券プレゼント! 


